
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
世
界
的
規
模
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
脱
炭
素
化
に
向
け
た
取
組
等
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
我
が
国
に
お
け
る

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
を
推
進
す
る
た
め
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
戦
略
の
策
定
、
脱

炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
債
の
発
行
並
び
に
化
石
燃
料
採
取
者
等
に
対
す
る
賦
課
金
の
徴
収
及
び
特
定
事
業
者
へ
の
排

出
枠
の
割
当
て
に
係
る
負
担
金
の
徴
収
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
に
脱
炭

素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
事
業
活
動
を
行
う
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
向
上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

定
義

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
」
と
は
、
産
業
活
動
に
お
い
て
使
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
原
材
料

に
係
る
二
酸
化
炭
素
を
原
則
と
し
て
大
気
中
に
排
出
せ
ず
に
産
業
競
争
力
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
成
長
を
可
能



と
す
る
経
済
構
造
を
い
う
も
の
と
す
る
な
ど
、
こ
の
法
律
に
お
け
る
用
語
の
定
義
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

三

基
本
理
念
等

１

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
等
に
関
す
る
施
策
と
の
整
合
性
及
び
中
長
期

的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
負
担
の
抑
制
の
観
点
も
踏
ま
え
つ
つ
、
国
及
び
事
業
者
の
相
互
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
我

が
国
経
済
の
成
長
に
資
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

２

国
の
責
務
及
び
事
業
者
の
責
務
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

第
二

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
戦
略

政
府
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
計
画

（
以
下
「
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
戦
略
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
な
ど
、
脱
炭

素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
戦
略
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
三

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
債

一

政
府
は
、
令
和
五
年
度
か
ら
令
和
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
限
り
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）



第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
要
す
る

費
用
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別

会
計
の
負
担
に
お
い
て
、
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
な
ど
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
債
の
発

行
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

二

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
債
等
に
つ
い
て
は
、
化
石
燃
料
賦
課
金
及
び
特
定
事
業
者
負
担
金
の
収
入
に
よ
り
、
令

和
三
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
償
還
す
る
も
の
と
す
る
な
ど
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
債
等
の
償
還
等
に
つ
い
て
所

要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）

第
四

化
石
燃
料
賦
課
金
及
び
特
定
事
業
者
負
担
金

一

化
石
燃
料
賦
課
金

１

経
済
産
業
大
臣
は
、
令
和
十
年
度
か
ら
、
一
定
の
期
間
ご
と
に
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
か
ら
、
そ
の
採
取
場
か
ら
移

出
し
、
又
は
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
原
油
等
に
係
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
（
当
該
原
油
等
の
量
に
政
令
で
定
め
る

原
油
等
の
区
分
に
応
じ
て
原
油
等
の
単
位
当
た
り
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
と
し
て
政
令
で
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得

ら
れ
る
数
値
を
い
う
。
）
一
ト
ン
当
た
り
に
つ
い
て
負
担
す
べ
き
額
（
２
に
お
い
て
「
化
石
燃
料
賦
課
金
単
価
」
と
い



う
。
）
に
、
当
該
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
乗
じ
て
得
た
額
を
徴
収
す
る
も
の
と
し
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
は
、
化
石

燃
料
賦
課
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

２

各
年
度
の
化
石
燃
料
賦
課
金
単
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
算
方
法
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
設
け
、
当
該
規
定
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
中
長
期
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
負
担
の
抑
制
の
必
要
性
等
を
勘
案
し
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
に
、
化
石
燃
料
賦
課
金
の
徴
収
に
係
る
事
務
を
行
わ

せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

４

１
か
ら
３
ま
で
の
ほ
か
、
化
石
燃
料
賦
課
金
の
徴
収
の
実
施
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
化
石
燃
料
賦
課
金
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

二

特
定
事
業
者
負
担
金

１

経
済
産
業
大
臣
は
、
令
和
十
五
年
度
か
ら
、
特
定
事
業
者
に
対
し
て
、
特
定
事
業
者
が
行
う
発
電
事
業
に
係
る
二
酸

化
炭
素
の
排
出
量
に
相
当
す
る
枠
（
以
下
「
特
定
事
業
者
排
出
枠
」
と
い
う
。
）
を
有
償
又
は
無
償
で
割
り
当
て
る
も

の
と
す
る
な
ど
、
特
定
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）



２

経
済
産
業
大
臣
は
、
令
和
十
五
年
度
か
ら
、
一
定
の
期
間
ご
と
に
、
特
定
事
業
者
か
ら
、
４
の
入
札
に
よ
り
決
定
さ

れ
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
一
ト
ン
当
た
り
に
つ
い
て
負
担
す
べ
き
額
（
４
に
お
い
て
「
特
定
事
業
者
負
担
金
単
価
」

と
い
う
。
）
に
、
１
に
よ
り
特
定
事
業
者
に
有
償
で
割
り
当
て
る
特
定
事
業
者
排
出
枠
の
量
を
乗
じ
て
得
た
額
を
徴
収

す
る
も
の
と
し
、
特
定
事
業
者
は
、
特
定
事
業
者
負
担
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

３

各
年
度
の
特
定
事
業
者
負
担
金
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
算
方
法
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
設
け
、
当
該
規
定

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
中
長
期
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
負
担
の
抑
制
の
必
要
性
等
を
勘
案
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
第
三
項
関
係
）

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
１
に
よ
り
有
償
で
行
う
特
定
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
に
つ
い
て
、
当
該
割
当
て
に
係
る
割
当

先
及
び
特
定
事
業
者
負
担
金
単
価
を
入
札
に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
な
ど
、
特
定
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
に
係

る
入
札
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
に
、
４
の
割
当
て
及
び
入
札
の
実
施
に
関
す
る
業
務

並
び
に
特
定
事
業
者
負
担
金
の
徴
収
に
係
る
事
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）



６

１
か
ら
５
ま
で
の
ほ
か
、
特
定
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
及
び
入
札
の
実
施
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
特
定
事
業
者
排

出
枠
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
特
定
事
業
者
負
担
金
の
徴
収
の
実
施
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
特
定
事
業
者
負
担
金
に

関
し
必
要
な
事
項
及
び
化
石
燃
料
賦
課
金
の
賦
課
と
特
定
事
業
者
負
担
金
の
賦
課
と
の
調
整
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に

法
律
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

第
五

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

一

総
則

１

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
化
石
燃
料
賦
課
金
及
び
特
定
事
業
者

負
担
金
の
徴
収
に
係
る
事
務
、
特
定
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
及
び
入
札
の
実
施
に
関
す
る
業
務
、
脱
炭
素
成
長
型
経

済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
事
業
活
動
を
行
う
者
に
対
す
る
債
務
保
証
そ
の
他
の
支
援
等
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

２

機
構
の
法
人
格
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
関
係
）

二

設
立

機
構
の
設
立
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
関
係
）



三

運
営
委
員
会

機
構
の
運
営
委
員
会
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
関
係
）

四

役
員
等

機
構
の
役
員
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
関
係
）

五

業
務

１

機
構
は
、
一
の
１
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
な
ど
、
機
構
の

(1)

(5)

業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

化
石
燃
料
賦
課
金
の
徴
収
に
係
る
事
務

(1)

特
定
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
及
び
入
札
の
実
施
に
関
す
る
業
務

(2)

特
定
事
業
者
負
担
金
の
徴
収
に
係
る
事
務

(3)

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
事
業
活
動
を
行
う
者
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
業
務

(4)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
第
五
十
四
条
関
係
）

(5)

(1)

(4)

２

１
の
ほ
か
、
機
構
の
業
務
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
関
係
）



六

財
務
及
び
会
計

機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で
関
係
）

七

監
督

機
構
の
監
督
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
条
関
係
）

八

雑
則

機
構
の
定
款
の
変
更
及
び
解
散
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
二
条
関
係
）

第
六

雑
則

環
境
大
臣
と
の
関
係
、
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
及
び
経
過
措
置
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
関
係
）

第
七

罰
則

罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
九
条
ま
で
関
係
）

第
八

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）



二

経
過
措
置
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
）

三

二
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
条
関
係
）

四

政
府
は
、
国
及
び
事
業
者
の
相
互
の
密
接
な
連
携
に
よ
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
投
資

そ
の
他
の
事
業
活
動
の
実
施
状
況
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
に
係
る
国
内
外
の
経
済
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
つ
つ
、

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移

行
推
進
戦
略
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
一
条
第
一
項
関
係
）

五

政
府
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
第
四
の
一
の
４
及
び
二
の
６
に
基
づ

き
、
特
定
事
業
者
排
出
枠
並
び
に
化
石
燃
料
賦
課
金
及
び
特
定
事
業
者
負
担
金
に
係
る
制
度
を
実
施
す
る
方
法
に
つ
い

て
、
特
定
事
業
者
排
出
枠
に
係
る
取
引
を
行
う
市
場
の
本
格
的
な
稼
働
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
含
め
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
以
内
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
附
則
第
十
一
条
第
二
項
関
係
）



六

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
。

（
附
則
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
関
係
）


